
 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊賀市地域公共交通計画策定支援業務委託

調査方針 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料２ 



 

 

－ 目 次 － 

 

1. 業務目的 ....................................................................................................................... 1 

1.1. 検討項目 ............................................................................................................................ 2 

1.2. 検討フロー ........................................................................................................................ 2 

2. 検討方針 ....................................................................................................................... 3 

2.1. 現計画の評価 .................................................................................................................... 3 

2.2. 上位関連計画の整理 ......................................................................................................... 4 

2.3. 地域概況・地域公共交通の現状の整理 ............................................................................ 5 

2.4. 地域公共交通の利用実態及び地域ニーズの把握・分析 ................................................... 6 

2.5. 伊賀市の地域公共交通の課題整理 .................................................................................... 9 

2.6. 計画の基本的な方針の検討 ............................................................................................ 10 

2.7. 目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項の検討 ....................... 11 

2.8. 伊賀市地域公共交通活性化再生協議会の運営支援 ........................................................ 12 

2.9. 打合せ協議 ...................................................................................................................... 12 

2.10. 計画書（中間案）の作成 .............................................................................................. 12 

3. 業務工程 ..................................................................................................................... 13 

 

  



 

 

 

1. 業務目的 

「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和２年 11 月 27 日に施

行され、これまでの地域公共交通網形成計画の名称が地域公共交通計画に変更され計画

策定は努力義務となった。 

その後、令和５年４月 28日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律等の一部を改正する法律」が、令和５年 10月１日より全面施行され、法改正により創

設・拡充された枠組みを含め、あらゆる政策ツールを最大限活用し、利便性・生産性・持

続可能性の高い地域公共交通への「リ・デザイン（再構築）」が加速化している。 

伊賀市では、上位計画である第２次伊賀市総合計画・第３次基本計画に即し、伊賀市都

市マスタープラン、伊賀市立地適正化計画及び伊賀市地域福祉計画等との連携・整合を図

りつつ、地域公共交通に関するマスタープランとして「伊賀市地域公共交通計画（以下、

「現計画」という。）」を令和３年３月に策定（令和７年２月に改定）した。 

本業務は、現計画が令和８年度末に計画期間の満了を迎えることに伴い、現計画の目標

達成状況や施策の進捗状況及び市民・利用者等の多様なニーズや利用実態を把握・評価し

たうえで、伊賀市における地域公共交通の課題を整理し、目指す将来像、基本方針、基本

目標等の設定、目標を達成するために行う事業及びその実施主体等を検討し、公共交通を

取り巻く近年の社会情勢の変化等を踏まえ、次期地域公共交通計画を策定することを目

的とする。 
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1.1. 検討項目 

（0） 計画準備 

（1） 現計画の評価 

（2） 上位関連計画の整理 

（3） 地域概況・地域公共交通の現状の整理 

（4） 地域公共交通の利用実態及び地域ニーズの把握・分析 

（5） 伊賀市の地域公共交通の課題整理 

（6） 計画の基本的な方針の検討 

（7） 目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項の検討 

（8） 伊賀市地域公共交通活性化再生協議会の運営支援 

（9） 打合せ協議 

（10） 計画書（中間案）の作成 

 

1.2. 検討フロー 

検討フローは以下の通りである。 

 

図 1-1 検討フロー 

 

０．計画準備

現行計画の進捗状況を管理および評価し、経年

変化や未進捗の要因を分析する。

アンケートや懇談会、ヒアリング調査を通じて地
域公共交通の利用実態やニーズを把握し、人流
データの分析を加えてより正確な地域の課題と
期待を整理する。

打合せ①

照査①

打合せ②

照査②

打合せ③

打合せ➃

照査③

現計画の達成状況を整理し、調査結果をもとに地域公共交通の課題を多面的に分析する。さらに、アン

ケート結果を活用し、計画目標達成状況とクロスセクター効果を評価する。

４．地域公共交通の利用実態及び地域ニーズの
把握・分析

５．伊賀市の地域公共交通の課題整理

伊賀市の公共交通の課題を整理し、計画と調整しながら基本方針および目標値を検討する。

６．計画の基本的な方針の検討

９．計画書（中間案）の作成

基本方針に基づく施策やスケジュール、実施主体を検討し、未進捗施策の事例収集や国交省の補助

を踏まえた実効性の高い施策案を策定する。

７．目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項の検討

１．現計画の評価

三重県や伊賀市の上位計画を整理し、広域的な
公共交通の方向性を検討する。

伊賀市の主要施設や人口分布を整理し、地域特
性を把握する。また、現計画を基に公共交通や輸
送サービスの経年変化を分析する。

２．上位関連計画の整理

３．地域概況・地域公共交通の現状の整理

８．伊賀市地
域公共交
通活性化
再生協議
会の運営
支援

分科会➂

協議会

分科会②

分科会①
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2．検討方針 

2.1．現計画の評価 

 

 

 

 

【実施方針】 

 伊賀市地域公共交通計画の事業取組状況について、現計画の事業主体（市庁内関係部

局、公共交通事業者）への意見照会を実施し、進捗及び目標値の達成状況を把握する。 

 目標の達成・未達の要因を分析する（体制・資金・手法・周知方法等の観点から分析）。 

 

  

【特記仕様書 記載事項】 

現計画の進捗状況管理と進捗度合の評価を基に、現計画の評価を実施する。評価

にあたっては、評価指標の経年変化を整理するとともに、進捗していない施策につ

いては、その要因を考察し、今後の方向性を整理する。 

3 



 

 

2.2.上位関連計画の整理 

 

 

 

 

【実施方針】 

 幅広い世代に使いやすくシームレスに移動できる市内移動の実現に向け、三重県・

伊賀市及び周辺自治体の上位・関連計画との整合性を確保する。 

 まちづくり・観光・福祉・脱炭素等、総合的な視点での公共交通の位置づけを確認

する。 

 

表 0-1 整理する上位・関連計画 

カテゴリ 上位・関連計画 計画に反映すべきキーワード・視点（抜粋） 

総合計画 第 3 次伊賀市総合計画 

 コンパクトシティ・プラス・ネットワーク 
 地域運行バス制度や行政サービス巡回車な

ど高齢者の移動手段の確保 
 身近なバスや鉄道に愛着を持ち、 みんなで

支える 
 交通事業者や地域と連携し安定的 で持続可

能な交通サービスの提供により、 市民の
生活交通の確保 

公共交通 

三重県地域公共交通計画 
その他、名張市、亀山市、
津市、甲賀市、山添村、奈
良県、JR 関西本線（加茂
以東）沿線などの地域公共
交通計画 

 地域公共交通における DX・GX の促進、自動
運転などの導入促進  

 地域が創り、育む、地域に根ざした 持続可
能な交通体系 

 交通手段を総動員し、市民や来訪者の移動
手段を確保 

 通勤・通学等で密接に関係している近隣市
との連携強化 

都市計画・
まちづくり 

伊賀圏域マスタープラン 
伊賀市都市マスタープラン 
伊賀市立地適正化計画 
三重県新広域道路交通ビ
ジョン 

 利便性の高い公共交通ネットワークの構築
とサービスレベルの維持・向上 

 公共交通の利用を促進するため、交通結節
点および周辺施設の整備 

 広域的拠点や地域拠点間を結ぶバスの利便
性向上施策 

 自動運転技術や MaaS 等の次世代モビリティ
の導入 

観光 伊賀市観光振興ビジョン 
 観光と生活が交わる新たな移動・滞在ニー

ズに適応できる柔軟な公共交通 

福祉 第 4 次伊賀市地域福祉計画 
 市内の交通手段を総動員して、公平に移動

でき、地 域の移動性が高まる取り組み 
 公共交通を補完する移動手段の充実 

脱炭素・環
境 

伊賀市環境基本計画 
 自家用車利用の抑制、公共交通機関の積極

的な利用 

  

【特記仕様書 記載事項】 

三重県や伊賀市の上位計画を整理するとともに、伊賀市の関連計画、周辺市町の

地域公共交通計画等を整理する。これより、市域を跨いだ公共交通体系の考え方や

多様な他分野における地域公共交通への期待等を整理する。 
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2.3.地域概況・地域公共交通の現状の整理 

 

 

 

 

 

 

【実施方針】 

 地域公共交通計画の「アップデートガイダンス Ver1.0」（国土交通省総合政策局）を

踏まえ、①人口情報、②地域特性情報、③交通ネットワーク情報、④交通サービス

利用状況、⑤潜在需要情報を重ね合わせ、可視化しながら、公共交通空白地や潜在

需要とニーズの乖離について分析し、課題抽出を行う。 

 

 

図 0-1 「地域公共交通計画のアップデートガイダンス Ver.1.0」を踏まえた分析方針 

  

【ｄ本市の特性を踏まえた計画策定の考え方】
○ 地域公共交通計画の「アップデートガイダンスVer1.0」（国土交通省総合政策局）を踏まえ、②地域特性情報、③

交通ネットワーク情報、④交通サービス利用状況、⑤潜在需要情報を重ね合わせ、可視化しながら、公共交通空白
地や現状や潜在需要とニーズの乖離について分析し、課題抽出を行う。

（３）地域概況 ・地域公共交通の現状の整理

②
地
域
特
性

情
報

③
交
通
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
情
報

④
交
通
サ
ー
ビ
ス

利
用
状
況

⑤
潜
在
需
要

情
報

①
人
口
情
報

活用データ 分析項目 把握内容

・国勢調査メッシュデータ
・社人研 人口推計
・人流データ（滞在）

・人口密度、年代別人口分布
・年代別人口の将来推移
・昼間人口（来訪者・従業者）分布

・出発地とその特性
・将来移動普段の確保

が必要となるエリア
・昼間の主な移動先

・国土数値情報(GIS)等
・市の都市計画情報
・市民アンケート
・人流データ（移動）

・目的地分布状況（事業所、医療、商
業、学校、文化、観光施設等）

・地理的条件（標高、勾配等）
・区域設定や都市軸の設定状況

・移動の目的地
・地理的な移動障壁
・居住地の分布
・ネットワークの必要性

・国土数値情報(GIS)等
・運輸局統計資料
・関係団体等ヒアリング

・鉄道、バス・コミバス、デマンド交通、タク
シー運行状況

・供給能力の状況（人数、年齢）と将来
・サービス水準（日数、便数）

・公共交通ネットワーク
・交通サービスの濃淡
・①、②との乖離の有無

・運輸局統計資料
・市の統計資料
・交通事業者データ
・市民アンケート

・モード別・路線別利用状況（交通事業
者等から提供いただける範囲）

・旧市町村単位の利用特性

・①、②、③との比較によ
る需給バランス評価

・不便地域、交通空白
地分布

・市民アンケート
・人流データ（移動）
・施設開発状況
・都市・まちづくり方針

・将来移動ニーズの変化（移動弱者の密
度、移動量の推計）

・施設立地状況・目的地の変化
・逸失需要、車等からの転換需要

・将来移動ニーズ
・③との乖離の有無
・将来的に対応が必要と

なる領域の把握

※赤字波下線：弊社提案
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【特記仕様書 記載事項】 

伊賀市の主要施設の立地、人口構造や分布状況等の整理を行い、地域特性の把握

を行う。 

公共交通に係る整理は、現計画を基本に、経年変化を整理するとともに、地域公

共交通に影響を及ぼす地域の輸送サービス等についても整理を行う。また、計画期

間に限定することなく、長期的な視点で設定するものとする。 
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2.4.地域公共交通の利用実態及び地域ニーズの把握・分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施方針】 

①市民アンケート調査・公共交通利用者アンケート調査 

 市民アンケート調査（2,000 通配布）を実施し、市民の移動の実態や公共交通への要

望を把握するほか、公共交通の重要な利用者である高校生（市内高校）を対象とした

アンケートを別途実施する。 

 公共交通利用者の実態を把握するために、利用者アンケート調査（市内主要拠点３箇

所程度）を実施する。 

表 0-2 市民アンケート調査概要 

対象 区域内の住民計 2,000 世帯 
※対象世帯は住民基本台帳からの無作為抽出を想定 
※別途、市 HP 等での回答フォームの URL 等掲載も想定 

目的 市民の移動実態や、公共交通への要望の把握 

方法 調査票の郵送配布・回収（WEB併用） 

調査 
内容 

回答者属性 
✓ 居住地（地区）、性別、年齢、家族構成 
✓ 運転免許有無、自動車保有状況、運転頻度 
移動特性 
✓ 駅・バス停までの距離、外出頻度 
✓ 移動目的別の目的地、頻度、主な移動手段 
✓ 鉄道・バスの利用状況、よく利用する駅・バス停 
公共交通に対する要望等 
✓ 鉄道・バスに関する改善点、利用しない理由 
✓ 鉄道・バスの今後の利用意向 
今後の公共交通の運営に対する意向 
✓ 公共交通を見直すにあたって重視すべき点  
✓ デマンド交通の導入 
新技術の活用（自動運転等）に対する期待 
✓ 近隣の助け合いによる移動手段の提供の可能性（自家用有償制度やコミュニティカーシェアなど） 
✓ 公共交通に対する行政支援の在り方 等 

 

 

現計画に位置づけている施策や、近年の交通実態の変化に着眼し、市民アンケー

ト調査及び公共交通利用者アンケート調査などを行い公共交通の利用実態や地域

ニーズを把握する。 

なお、アンケート調査では把握できない地域住民の移動目的地やニーズ等を把握

するため、総合計画や地域福祉計画等の策定時の意見や、伊賀市地域公共交通活性

化再生協議会地域部会（以下、「地域部会」という。）等での意見を整理する。 

また、交通事業者（鉄道、バス、タクシー）、観光・福祉・教育関係団体等にヒア

リング調査を実施し、各団体の地域公共交通に対するニーズや考え方を整理する。 

人流データの分析や市民・公共交通利用者アンケート調査、交通事業者等のヒアリ

ングなどを実施し、より正確な地域のニーズを把握する。 
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表 0-3 高校生アンケート調査 

対象 高校生（２年生） 

目的 通学時の公共交通利用実態・利用可能性等の把握 

方法 学校を通じて配布・回収及び WEB 併用 

調査 
内容 

通学者属性 
✓ 居住地、学年、部活動の有無、定期券の有無 
現在の通学方法 
✓ 交通手段（行き・帰り、晴天時、荒天時） 
✓ 通学/下校時間、家族等に送迎される頻度及び負担感 
✓ 下校時の立ち寄りの有無 
公共交通の利用について 
✓ 通学以外に公共交通を使う頻度、現在の交通手段への満足度  

 

表 0-4 公共交通利用者アンケート調査 

対象 公共交通の利用者アンケート調査 

方法 ・直接配布及び聞き取り（上野市駅等市内主要目的地３カ所程度）（平休各１日） 

調査 
内容 

利用者属性 
✓ 居住地（地区）、年齢、職業、自宅から最寄りのバス・鉄道、その距離、運転免許の有無等 
公共利用状況 
✓ 利用頻度、目的地（駅・バス停）、到着地（駅・バス停）、利用目的、バス・鉄道を利用する前

後の移動手段、乗継状況、支払方法 
公共交通への改善要望他 
✓ 利用満足度、公共交通の改善要望 

 

②地域部会への意見照会 

 アンケート調査や人流データなどビックデータからは把握できない事項を把握す

るため、地域部会（６地域【上野地域、伊賀地域、阿山地域、大山田地域、島ヶ原

地域、青山地域】）での意見照会を実施する。 

 地域別に課題や対応策が異なることが想定されるため、交通ネットワーク状況やア

ンケート調査結果も踏まえ、地域の主要な移動目的地やニーズの他、地域の主要な

課題や今後の交通サービスの可能性について意見収集を行う。 

 総合計画や地域福祉計画等の策定時に出た意見や、過去の地域部会等で出た意見の

収集も行い、分析を行う。  
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③関係機関ヒアリング調査 

 公共交通の運営等に関する課題を把握するために、交通事業者、観光、福祉、教育

関係団体等へのヒアリング調査を実施する。現況整理結果を踏まえヒアリング調査

資料を作成し、データを示しながら具体的な課題を確認できるようにする。 

 

表 0-5 各団体へのヒアリング調査項目（案） 

[1] 交通事業者等へのヒアリング調査 

対象 路線バス事業者/鉄道事業者/タクシー事業者 

調査 
内容 

運行の現状 
✓ 運行状況、利用状況 等 
公共交通運行上の具体的な課題 
✓ 運営上の悩み 
✓ 路線改善の支障となる事象 
✓ 幹線・枝線化等が望ましい路線の把握 
✓ 車両の更新状況 
✓ 車両・乗り場・駅等の施設 
✓ 交通結節点・乗継等の乗り換え 
他の公共交通との連携の在り方 
✓ 他の公共交通機関等との競合の状況 
✓ 他の公共交通機関等との乗継に関する連携可能性等 

[2] 教育関係団体等へのヒアリング調査 

対象 教育委員会、学校 

調査 
内容 

スクールバスの具体的な課題 
✓ 運営上の悩み（行政負担面） 
✓ スクールバスの利用状況 
スクールバス活用の方向等 
✓ 混乗の可能性 
✓ 幹線・枝線化を含めた民間事業者との連携のあり方 

[3] 福祉関係団体へのヒアリング調査 

対象 社会福祉協議会 

調査 
内容 

福祉有償運送の具体的な課題 
✓ 運営上の悩み 
✓ 利用状況 
✓ 移動弱者の移動に関する困りごと 
公共交通の更なる利用に必要な事項 

[4] 観光団体等へのヒアリング調査 

対象 観光協会、主要観光施設 
※主要な観光施設を人流分析による主な滞在箇所により抽出 

調査 
内容 

✓ 来訪者の主な交通手段 
✓ 公共交通網への意見・要望 

[5] 主要目的地施設等へのヒアリング調査 

対象 病院・商業施設等 
※主要な目的地施設を、市民アンケート等を活用して抽出 

方法 WEB アンケート調査 

調査 
内容 

公共交通の利用状況（職員含） 
✓ 利用者属性（出発地、年齢層等）    
✓ 公共交通機関との連携状況（情報提供の連携、待合設備の提供、バス路線の乗入れやバス車

両の待機スペースの提供） 
✓ 公共交通に求める改善点 
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④ビックデータ分析 

 各種調査では把握できないような、詳細の移動目的地や移動時間等について、人流

データを活用し、市内の移動需要を把握する。 

 路線バスのＩＣカードデータ（事業者より貸与を想定）の乗降データを整理し、乗

降の多い停留所や利用実態についての分析を行う。 

 

 

2.5.伊賀市の地域公共交通の課題整理 

 

 

 

 

【実施方針】 

 各種統計データや関連計画、アンケート・ヒアリング調査結果・地域部会等の結果

を踏まえ、伊賀市の地域公共交通をとりまく現状・問題点を抽出・整理し、地域公

共交通の維持・充実に向けて、本計画で取り組むべき課題を多面的な視点から整理

する。 

 公共交通の効果のクロスセクター効果分析実施及び、数値化が困難な定性的な効果

は、事例として取りまとめる。 

 

図 0-2 現時点で想定している主な問題点と取り組むべき主要課題 

  

現時点で想定している主な問題点 取り組むべき主要課題

都市構造の変化への対応
⚫ 上野中心市街地及び新庁舎周辺でのまちづくりが進展中。
⚫ 広域拠点は上野市駅で変わらないものの、市庁舎の移転等により

市内の拠点（郊外からの主要な目的地）が変化している可能性

多様な輸送資源の総動員による分かりにくさ・効率の低下
⚫ 市民移動は自家用車による移動が中心
⚫ 複数の移動モードが複雑に入り組んで市内を運行、同じ目的地に行く複

数のバスがあるなど、分かりにくい面がある
⚫ スクールバスと路線バスや行政バス等とのルートの重なり等もある

収益性の低下と負担額の増加
⚫ 交通事業者の経営状況悪化
⚫ 一部の路線を除いた収支率や運行効率性の悪化
⚫ 運転手等の担い手の不足

公共交通利用者の変化・減少
• 小学生・高校生：少子化の進行により利用者が減少
• 高齢者：加齢に伴う外出頻度の減少、移動ニーズの多様化、免

許返納による公共交通への期待

周辺自治体との広域移動の利便性確保
・名古屋、大阪への広域移動が可能な居住地としての利便性
の維持

・周辺市町への通勤・通学の利便性維持・向上

分野間の調整による
効率的な交通サービスの維持・確保

・ルートの重複やリソースの最適な配分を可能にする役割分担
・各輸送資源の乗り継ぎの利便性向上

使って支える、地域協働・体制づくり
・利用意識の向上、共助による移動サービスの可能性検討

都市構造や移動ニーズを考慮した路線再編
・拠点と地域拠点、居住地のネットワーク構築
・幹線の利用者数維持と補完的バスのあり方検討
・拠点の環境整備による拠点性強化

公共交通の利用しやすさの向上
・路線バスや行政バス、その他多様な輸送資源間の調整によ
る分かりやすい情報提供

・乗り継ぎ負担の軽減

現計画に基づき実施した施策・事業の達成状況を整理するとともに、（４）の調査

結果に基づき、伊賀市における地域公共交通の課題を多面的な視点で整理する。 

なお、計画目標の達成状況の評価にあたっては、公共交通利用者アンケート調査

結果に基づき、クロスセクター効果の分析などを行う。 
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2.6.計画の基本的な方針の検討 

 

 

 

 

 

【実施方針】 

 上位・関連計画や各種調査結果を踏まえ整理した地域公共交通の課題に対応する

よう、地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本的な方針を設定する。 

 公共交通の将来像については、移動需要と供給能力を踏まえ、地域内の交通体系

を「地域間幹線」、「拠点間幹線」、「生活幹線」、「地域内交通」と体系的に整理し、

ネットワークの役割を明確化する。 

 

図 0-3 基本的な方針の考え方 

 

  

：地域間幹線

：拠点間幹線

：生活幹線

：地域内交通

：広域的拠点

：副次的拠点

：地域拠点

課題（案）

公共交通の利用しやすさ
の向上

使って支える、地域協働・
体制づくり

都市構造や移動ニーズを
考慮した路線再編

分野間の調整による効率
的な交通サービスの維持・
確保

周辺自治体との広域移動
の利便性確保

基本的な方針（例）

具
体
的
施
策

①市民・来訪者のQoLを上
げる公共交通ネットワーク
の形成

⇒基幹公共交通を中心とす
る市内のネットワークの適
正化、周辺自治体との移動
円滑化を目指す

②分かりやすく、便利な公共
交通サービスの充実

⇒公共交通を利用したくな
る環境づくりを目指す

③市民・地域で支える持続
可能な交通体系の構築

⇒利用地域公共交通の利用
促進・運営効率化を目指す

伊賀市の特徴である多核連携型の都
市構成を支える公共交通ネットワーク
の形成

調査結果に基
づく移動需要・
供給を踏まえ
た持続的な
フィーダー交通
の整備

その他のバス

伊賀市の公共交通のこれまでの経緯や、地域特性、公共交通に関するニーズや課

題を具体的に把握するとともに、伊賀市で策定又は策定予定の各種行政計画と整合

を図りながら、地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本的な方針を検討

する。また、数値目標は持続性や地域主体性を評価できる項目など、多面的な視点

による目標値を検討する。 
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2.7.目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項

の検討 

 

 

 

【実施方針】 

 目標を達成するために行う事業は、短期事業（事業期間 2~3 年程度）、中期事業

（同 4~5 年程度）、長期事業（同 7~10 年程度）に分類して検討し、事業の実施の

確実性を高めるため、想定される実施主体等のステークホルダーに意見を事前照

会し、各関係者の役割の明確化、国の補助制度の整理等を行う。 

 事業検討に際しては各種調査結果に基づく地域の実情やヒアリングで得た関係

機関の意見を精査し検討する。 

 計画達成状況を評価する目標指標の設定については、公共交通事業者からの情報

提供や各種関連調査で把握可能なものを極力活用し、個別調査の実施を最小限と

することにより、効率的なモニタリングを可能とする。 

 事業進捗管理のためのアウトプット指標と目標の達成状況把握のためのアウト

カム指標の２つの観点で設定する。 

 

表 0-6 個別事業・目標指標の設定イメージ 

実施事業の視点 個別事業・施策への反映 実施主体 目標指標 

路線の見直し 

【短】移動ニーズを踏まえた路線バス運行ルートの見直
し 
【中】需要を踏まえた路線バスから新たな移動手段
（シェアサイクル、デマンド型交通等）への転換の検討 

市、バス事業
者、タクシー
事業者 

路線別収支率 
公共交通利用者
数 

公共交通の 
利便性向上 

【短】待合環境の整備・強化（例：バス停への屋根、椅
子等の整備促進、電源・Wi-Fi 等の導入、デジタルサイ
ネージの設置、商業施設や道の駅等への乗入れ、駐輪場
整備） 
【長】名古屋からの速達列車の運行、関西本線の電化 

市、交通事業
者、拠点施設
運営者 

待合環境の改善
施策実施件数 
市民満足度 

新たな交通手段の
導入 

【中・長】AI デマンド型交通、自動運転・グリスロ等
の検討（郊外） 
【中】シェアサイクル・電動キックボード等の検討（中
心市街地） 

市、交通事業
者 

公共交通利用圏
の人口カバー率 

利用促進（モビリ
ティ・マネジメン
ト） 

【短】公共交通を用いた通勤・通学や観光利用の促進
（例：定期補助、観光と連携したイベント）の実施 

市、交通事業
者、観光団体 

利用促進キャン
ペーンの実施件
数 

地域住民・事業
者・行政による連
携・協働 

【中】自家用有償旅客運送制度等を活用した地域運営型
の公共交通手段の検討 
【中】学校・医療施設等の利用者向けの送迎サービスで
の一般利用者受入等の連携 

市、学校・医
療施設等運営
者、地域住民 

関係機関との連
携に関する協議
／地域主体の取
組件数 

 

  

基本方針ごとの施策や実施スケジュール、実施主体を検討する。また、現計画におい

て進捗がされていない施策や今後より重点的な検討が必要な施策については、事例収集

を行うとともに、国交省の補助メニュー等を踏まえ、実効性の高い施策案を検討する。 
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2.8.伊賀市地域公共交通活性化再生協議会の運営支援 

 

 

 

 

【実施方針】 

 計画検討分科会（3 回）及び、計画案を協議するための協議会（１回）の資料作成

を行う。 

 

2.9.打合せ協議 

 

 

 

【実施方針】 

 伊賀市地域公共交通活性化再生協議会委員への資料配布時期を考慮し、適宜打合

せを実施する。 

 

2.10.計画書（中間案）の作成 

 

 

 

 

【実施方針】 

 計画とりまとめにあたっては、今後10年間での計画に大きな影響が想定されるター

ゲットポイントを整理しつつ、「基本的な方針」、「計画区域」、「計画目標」、「事業・

実施主体」、「達成状況の評価」、「計画期間」等を記載する。 

 計画書のとりまとめは完結でわかりやすい本編とし、調査結果等は資料編としてと

りまとめを行う。概念図や事例、可視化（イラスト等）の活用により、計画の概要

を視覚的にイメージしやすくし、共通認識を得られるよう工夫する。 

 要点を視覚的にわかりやすく整理した概要版を作成する。

伊賀市地域公共交通活性化再生協議会に必要な資料の作成を行う。なお、計画検討分

科会は、３回、協議会は１回の開催を想定する。会議への出席、議事録の作成について

は、発注者にて行う。 

業務の進捗に合わせて、適宜打合せ・協議を行う。なお、着手時、中間時２回、納品

時の計４回を予定する。 

伊賀市地域公共交通計画の本編および概要版の中間案を作成する。なお、本編および

概要版の製本印刷は含まない。また、計画書資料編を作成し、検討の経緯を整理した業

務報告書を作成する。 
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3.業務工程 

本業務の工程表を表 3-1 に示す。 

表 3-1 業務工程表

 

2%

6%

3%

7%

　4. 地域公共交通の利用実態及び地域ニーズの把握・分析 30%

市民アンケート調査 （7%）

利用者アンケート調査 （6%）

関係機関ヒアリング調査 （7%）

地域別部会への意見照会 （6%）

ビックデータ分析 （4%）

　5. 伊賀市の地域公共交通の課題整理 11%

　6. 計画の基本的な方針の検討 8%

8%

■ ■ ■ 10%
分科会３回

協議会1回

7%

▲ ● ▲ ● ● ▲ ● 8% 打合せ４回

100%

■

　1. 現計画の評価 

検討項目
業務量の

目安

　0. 計画準備

　2. 上位関連計画の整理 

　3. 地域概況・地域公共交通の現状の整理

　7. 目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項の検討 

　8. 伊賀市地域公共交通活性化再生協議会の運営支援 

備考
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

70% 80% 90% 100%60%

　9. 計画書（中間案）の作成

20% 30% 40% 50%　業務進捗予定(累積)（％）

　打合せ● / 業務審査・業務照査（社内）▲

令和8年3月19日（工期末）業務計画書の作成・提出

３月下旬
協議会

3月上旬
分科会➂

12月下旬
分科会➁

8月中旬
分科会➀

実施

実施

実施

実施計画

計画

計画

計画
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